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第１回 訪日外国人旅行者等に対する医療の提供に関する検討会
平成30年11月14日

厚生労働省医政局総務課 医療国際展開推進室

外国人患者受入体制に関する
厚生労働省の取組

資料３
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• 外国人患者の医療機関への受診状況

– 在留外国人・訪日外国人数の推移

– 医療機関における外国人旅行者及び在留外国人受入れ体制等の実態調査

– 訪日外国人増加に伴う医療機関への影響

• 政府の取組みのご紹介

– 未来投資戦略２０１８

– 訪日外国人に対する適切な医療等の確保に向けた総合対策

• 厚生労働省の取組みのご紹介

– 医療機関の整備

– 医療機関における外国人患者受け入れ環境整備事業

– 言語対応

– 医療通訳育成カリキュラム・テキスト

– 外国人向け多言語説明資料

– 地域の受入体制強化

– 地域における外国人患者受入れ体制のモデル構築事業

– 団体契約を通じた電話医療通訳の利用促進事業

– 情報発信

– 訪日外国人に対する医療に係る医療機関調査

目次

1

2

A

B

C

3

A

AD



2

外国人患者の医療機関への受診状況1
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厚生労働省は、在留外国人と、観光・ビジネス目的で訪日し、医療
が必要となった訪日外国人、および、在留外国人・訪日外国人を受
け入れる医療機関における医療体制の整備を支援

ﾗｸﾞﾋﾞｰW杯
(2019)

2017

東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ
ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ

訪日外国人旅行者
4,000万人（明日の日本
を支える観光ﾋﾞｼﾞｮﾝ）
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外国人の分類と受診に際する特徴外国人数の推移

人数

1. 2017年12月末 在留外国人統計(法務省)における「在留外国人」の数(定義：中長期在留者及び特別永住者); 2. 日本政府観光局訪日外客の動向 (2017年)より; 

3. 6,914人(2014年) - 国内医療機関による外国人患者受入の促進に関する調査(経済産業省)

256

2,869

訪日
外国人

在留外国人 256万人1) 日常診療 地域の医療機関

訪日
外国人

(観光目的)

2,869万人/年2) 救急診療
（急病・怪我）

観光地の医療機関
（どこの医療機関に
も受診する可能性）

訪日
外国人

(医療目的)

数千～万人/年3) 健康診断・
先進的治療

外国人受入に
取組んでいる
医療機関

受診理由 受診する医療機関

訪日外国人

在留外国人

訪日外国人
(万人)

在留外国人・訪日外国人数の推移
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受入あり

1,363 (79.7％) 受入あり

1,001 (58.5％)

受入なし

112(6.5％) 受入なし

457 (26.7％)
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無回答
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• 回答のあった1,710医療機関のうち、79.7％の医療機関では外来において、58.5％の医療機関では入院において、
外国人患者1)の受入れ実績があった。

• 外国人患者数を実数で把握している244の医療機関2)において、半数以上が年間20名以下の受入れであった。
その一方、5.7%の医療機関においては年間1,001名以上の受入れがあった。

医療機関における外国人患者受入れ体制（患者数）

外国人患者受入れ実績 外国人患者数(外来)3)

出展：「医療機関における外国人旅行者及び在留外国人受入れ体制等の実態調査」(平成28年)より

全医療機関を調査としたものではなく、救急告示病院と観光庁が選定した「訪日外国人旅行者受入医療機関」を対象とした調査であることに留意が必要である。

1: 訪日外国人、在留外国人両方含む。

2: 本実態調査では、医療機関に対して、外国人患者数を実数および概数（例：501～1,000名, 1,001名以上）で回答を求めた。

3: 平成27年度

外国人患者
受入あり
外国人患者
受入あり

1
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医療機関における外国人患者受入れ体制（負担感・トラブル事例・未収金）

• 過半数の医療機関において、言語や意思疎通の問題、未収金や訴訟などのリスク、時間や労力に、負担感を抱いていた。

• 外国人患者をめぐるトラブルとして、金銭・医療費に関するトラブル、言語コミュニケーション上のトラブルが上位に占めた。

• 平成27年度の1年間に、35％の医療機関は未収金を経験した。

①負担感

外国人患者受入に当たり、
現在負担となっていることや今後不安な点

② トラブル事例

ここ５年程度の間に起きた、
外国人患者をめぐるトラブル

③未収金

平成27年度の１年間の未収金の有無
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n=1,710 (複数選択)

509

(30%) 454

(27%) 182

(11%) 116

(7%) 42

(2%) 23

(1%)

ある

486 
(35%)

ない

748 
(54%)

不明

124 
(9%)

未回答

20(2%)

n=1,378

出展：「医療機関における外国人旅行者及び在留外国人受入れ体制等の実態調査」(平成28年)より

全医療機関を調査としたものではなく、救急告示病院と観光庁が選定した「訪日外国人旅行者受入医療機関」を対象とした調査であることに留意が必要である。

1
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• 医療通訳（電話通訳を含む）を利用した経験がある医療機関は12.7％であった。

• 医療通訳を利用した218医療機関のうち、85.3%の医療機関が利用して「概ねよかった」と回答。
その理由として、「職員の負担の軽減、時間の削減が図られた。」「トラブルが未然に防げた。」などが挙げられた。

医療機関における外国人患者受入れ体制（医療通訳の利用）

【「よかった」と回答した理由】
・職員の精神的・肉体的な負担の軽減、時間の削減が図られた。
・スムーズに患者の治療が行えた。
・意思疎通ができないことが原因で起こるようなトラブルが未然に防げた。

医療通訳の利用経験 医療通訳サービスの利用結果

出展：「医療機関における外国人旅行者及び在留外国人受入れ体制等の実態調査」(平成28年)より

全医療機関を調査としたものではなく、救急告示病院と観光庁が選定した「訪日外国人旅行者受入医療機関」を対象とした調査であることに留意が必要である。

1
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地方自治体における外国人患者受入れ体制

• 調査対象の都道府県・市区町村のうち、41都道府県(87%)と147市町村(82%)より回答を得た。

• 都道府県からの回答の特徴は、以下の通りであった。

– 外国人患者の受入実績(外国人患者数)に関して、把握している都道府県は1都道府県(2%)。

– 受入可能な医療機関の数や医療設備に関して、30都道府県(75%)は把握しておらず、10都道府県(25%)は拡充が
必要と考えている。

– 医療通訳者や相談に係る人員に関して、32都道府県(80%)は把握しておらず、8都道府県(20%)は拡充が必要と考え
ている。

• 市町村からの回答も、概ね、同様の傾向であった。

①受入実績(外国人患者数)の把握

貴自治体の医療機関における
受入実績（外国人患者数）を把握する

体制がありますか。

②医療機関の数や医療設備

貴自治体の外国人患者受入れ体制に関して、
「受入可能な医療機関数や医療設備面」
の達成度をどの様にお考えですか。

③医療通訳者や相談に係わる人員

貴自治体の外国人患者受入れ体制に関して、

「人員面（医療通訳者・外国人住民への相談事業に係
わる人員等）」の達成度をどの様にお考えですか
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N=41

あり
1(2%)

なし
40
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8(20%)
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してない
32(80%)
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17(12%)
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してない

127(87%)

不足なし
2(1%)

出展：「医療機関における外国人旅行者及び在留外国人受入れ体制等の実態調査」(平成28年)より

1
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2017年7月14日
沖縄タイムス朝刊

2018年5月14日読売新聞

事例①： 訪日外国人の予期しない出産の事例
• 旅行中の妊婦が新生児を早産。
• 治療費は約800万円かかり、妊婦では支払い
不可能。同胞の在留外国人からの寄付金で
まかなった。

• 日本で生まれた児には、パスポートがなく、医
療機関は、パスポートのない児を帰国させる
ために、大使館や行政(入管)等とのやりとり
に苦労した。

事例②： 訪日外国人が死亡に至った事例
• 訪日外国人が、予期しない疾患(脳内出血)の
ため、死亡に至った。

• 医療機関は、治療費の回収、およびご遺体
の母国への搬送に苦労した。

報道記事の例

訪日外国人増加に伴う医療機関への影響

• 訪日外国人が急激に増加する中、各地からこれまで想定していなかった事例が報告される様になった。

1
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政府の取組のご紹介2
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成長戦略に記されているインバウンド施策

Source: 

日本再興戦略2016: Ⅰ新たな有望成長市場の創出、ローカルアベノミクスの深化等 ＞ ４．観光立国の実現 ＞ （２）新たに講ずべき具体的施策 ＞ ⅲ）すべての旅行者が、ストレスなく快適に観光を満喫できる

環境に ＞⑧急患等にも十分対応できる外国人患者受入体制の充実

未来投資戦略2017: 第２具体的施策＞ Ⅰ Society 5.0 に向けた戦略分野 ＞ １．健康・医療・介護 ＞（２）新たに講ずべき具体的施策> ⅳ）グローバル市場の獲得、国際貢献

未来投資戦略2018: 第２具体的施策 ＞ ２．次世代ヘルスケア・システムの構築 ＞ （３）新たに講ずべき具体的施策 ＞ v）国際展開等

外国人観光客については、訪日外国人に対する適切な医療等の確保に関するワーキンググループの議論を踏まえ、

観光客自身の適切な費用負担を前提に、旅行中に病気やけがをした場合でも、不安を感じることなく適切な医療を受け

られる環境整備を行う。また、在留外国人にも共通する点は同様の取組を行う。

日本再興戦略２０１６ （抄） （平成２８年６月２日閣議決定）

外国人が安心・安全に日本の医療サービスを受けられる体制を充実するため、医療通訳・医療コーディネーターの配置
支援、院内資料の多言語化等の支援、外国人患者受入れ医療機関認証制度（JMIP）の認証病院の拡大を通じて、
2020年までに、訪日外国人が特に多い地域を中心に、受入対応等も含めた「外国人患者受入れ体制が整備された医
療機関」を、現在の約５倍にあたる100箇所で整備することを目標に、まずは本年度（※）までに40か所程度へ拡大する。
（※）2016年度中を指す

医療のインバウンドの推進については、訪日・在留外国人患者が安心・安全に日本の医療機関を受診できるよう、医療

通訳等の配置支援等を通じて、受付対応等も含めた「外国人患者受入れ体制が整備された医療機関」を2020 年まで

に100 か所で整備する目標を前倒し、本年度（※）中の達成を目指す。これらの基幹となる医療機関に加え、地域の実情

を踏まえながら外国人患者の受入れ体制の裾野拡大に着手し、受入環境の更なる充実を目指す。
（※）2017年度中を指す

未来投資戦略２０１７ （抄） （平成２９年６月９日閣議決定）

未来投資戦略２０１８ （抄） （平成３０年６月１５日閣議決定）

2
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訪日外国人に対する適切な医療等
の確保に向けた総合対策

訪日外国人に対する適切な医療等

の確保に関するワーキンググループ

平成３０年６月１４日

内閣官房健康・医療戦略室資料引用2



訪日外国人に対する適切な医療等の確保に関するワーキンググループの設置について

 近年の訪日外国人の増加に伴い、訪日外国人に対する医療の提供に関連する多様な問題が発生。

 これに対し、関係府省庁が連携して取り組むことが必要。このため、健康・医療戦略推進本部の下に、「訪日外国人に対する

適切な医療等の確保に関するワーキンググループ」を設置 （３月２２日付）。

体制 構成員

本部長：内閣総理大臣
本部員：全国務大臣

健康・医療戦略推進本部

議長：健康・医療戦略担当大臣
構成員：関係府省局長級

健康・医療戦略推進会議

※ 議長は、必要に応じて地方公共団体、構成員以外の関係府省、部局との適切な連携を実施。

議長 内閣官房健康・医療戦略室長

構成員

内閣官房東京オリンピック・

パラリンピック推進本部事務局長

一般社団法人 全国医学部長病院長会議

公益社団法人日本歯科医師会

総務省国際戦略局長 公益社団法人日本薬剤師会

消防庁次長 一般社団法人日本旅行業協会

法務省入国管理局長 一般社団法人全国旅行業協会

外務省領事局長 一般社団法人日本旅館協会

文部科学省高等教育局長 一般社団法人日本ホテル協会

スポーツ庁次長 一般社団法人全日本シティホテル連盟

厚生労働省医政局長 全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会

経済産業省商務・サービス審議官 一般社団法人日本損害保険協会

観光庁長官 一般社団法人外国損害保険協会

公益社団法人日本医師会 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社

一般社団法人日本病院会 岡村世里奈国際医療福祉大学大学院准教授

公益社団法人全日本病院協会
山田紀子一般社団法人Medical Excellence 
JAPAN理事

議長：健康・医療戦略室長
構成員：関係府省局長級・関係団体

訪日外国人に対する適切な医療等の
確保に関するワーキンググループ

医療国際展開タスクフォース

内閣官房健康・医療戦略室資料引用2



13

日
本
に
入
国

訪日外国人に対する適切な医療等の確保に向けた総合対策概要

○外国人観光客自身の適切な費用負担を前提に、予期せぬ病気やけがの際、不安を感じることなく医療等を受けられ、安全に帰国
できる仕組みを構築。

○可能な限り多くの外国人観光客の加入を目指した旅行保険への加入勧奨に取り組む。
〇観光の振興に主体的に取り組む地域ごとの多様な関係者の連携による環境整備を国として支援。

日
本
か
ら
出
国

宿
泊
業
・旅
行
業

選定

医療費及び
医療内容の

事前提示・前払い

医療費後払い

通常の
診療時

救急時

地方自治体
観光部局・医療部局が連携地域医師会等

外国人観光客受入に備えた

拠点医療機関・軽傷例対応医療機関

外
国
人
の
母
国
か
ら
出
国

ワンストップ窓口

医療機関等
からの相談を
一元的に受付。

アシスタンス
会社等の活用
２４時間３６５
日対応

＝国の対策・支援

・医療コーディネータの養成
・医療通訳者の養成・医療通訳とＩＣＴツールの

役割分担・整備
・翻訳ＩＣＴ技術に対応した
タブレット端末等の整備
・一般用医薬品に関する
多言語での情報提供
・医療機関等情報の多言語
での発信

・キャッシュレス決済比率
向上への環境整備
・医療費前払いによる支払
方法の提示

・外国人の診療にかかる
合理的な価格設定方法の提示

・外国人観光客に対する応召
義務の考え方の整理と
関係者への周知
・医療紛争の防止に向けた
取組

・医療機関及び都道府県向け
マニュアルの整備・周知

人材育成多言語対応

円滑な支払の支援

マニュアル整備

制度・ルールの明確化

旅行保険加入勧奨

航空機内、クルーズ船内で
の加入勧奨

・在外公館や海外
旅行エージェント等
を通じた加入促進
・外国語旅行ガイド
ブックへの加入勧
奨情報掲載の働き
かけ

過去に医療費の不払い等の
経歴のある外国人観光客に
対し厳格な審査を実施し、新
たな医療費の不払い発生を
防止

不払い実績者への
入国審査の厳格化

感染症対策
の強化

外国語旅行ガイ

ドブックにおける
医療に関する正
確な情報掲載に
向けた働きかけ

情報発信

薬局等

入国時（上陸審査場）・
入国後（観光案内所等
訪日外国人と接点になる
場所）における加入促進

地域における対策協議会

在日公館
（大使館・
領事館）

外国人の
国籍取得や
送還等の
対応

地方
入国管理局

在留資格の
対応

全国レベル
の連携
（ＷＧ）

一部の

相談対応等
は全国単位
で対応

アシスタンス
会社等の
活用

２４時間３６５
日対応

ト
ラ
ブ
ル
が
起
こ
っ
た
ら

国における府省横断的な情報共有と連携の
仕組みの構築

（実態の継続的把握と取組の改善（ＰＤＣＡ））

国における連携の仕組み・実態把握調査（医療機関・観光業界）
・ワンストップ窓口・対策協議会設置に向けたモデル事業
・救急搬送と搬送先医療機関の連携

対策協議会設置

ス
マ
ホ
等
で

保
険
に
加
入
可
能

内閣官房健康・医療戦略室資料引用2
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厚生労働省の取組のご紹介3
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1. 外国人患者受入れ環境整備推進事業(医療通訳者・コーディネーターの配備による拠点病院構築)(H26～); 2. 医療機関における外国人患者受入れ環境整備事業(H28,H28補正);  3.医療機関における外国人患者受入れ
環境施設整備事業(H28補正); 4. 医療機関における外国人患者受入れ環境整備事業(H25, H28補正); 5. 医療通訳養成支援間接補助事業(H29);  6. 医療通訳の認証の在り方に関する研究(H28)、医療通訳認定の実用化に
関する研究(H29～H31), 7.医療機関における外国人患者受入れ環境整備事業(H25, H28補正);  8. 地域における外国人患者受入れ体制のモデル構築事業(H30); 9. 団体契約を通じた電話医療通訳の利用促進事業(H30); 
10.外国人患者の受入環境整備に関する研究 (H30～); 11.外国人患者受入に資する医療機関認証制度推進事業(H25～); 12.訪日外国人に対する医療に係る医療機関調査(H30年9月開始)

外国人患者受入に関する環境整備（厚生労働省の取組み）

現状の
課題

外国人患者受入れのための環境整備が不可欠

• 在留外国人数： 約256万人 （平成29年12月末現在）

• 訪日外国人数： 年間 2,869万人 （平成29年）

目標

2020年までに、外国人患者受入れ体制が整備された医療機関を、100箇所で整備予定 する目標を前倒し、本年度中※の達成を目指す。これらの基幹となる医療機関
に加え、地域の実情を踏まえながら外国人患者の受入れ体制の裾野拡大に着手し、受入環境の更なる充実を目指す。 (未来投資戦略2017 (2017年6月閣議決定))

※2017年度中のことをさす

特に外国人観光客については、訪日外国人に対する適切な医療等の確保に関するワーキンググループの議論を踏まえ、観光客自身の適切な費用負担を前提に、
旅行中に病気やけがをした場合でも、不安を感じることなく適切な医療を受けられる環境整備を行う。また、在留外国人にも共通する点は同様の取組を行う。
(未来投資戦略2018 (2018年6月閣議決定))

厚生
労働省
の取組

医療機関の整備 地域の受入体制強化

拠点的医療機関の設置1)

• 医療通訳者・外国人向け医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰが
配置された拠点病院を整備

• 周辺医療機関との連携体制を構築

医療機関の院内体制整備支援2)

• 院内案内表示の多言語化

• 院内資料(問診票等)の多言語化等

医療機関の施設整備支援3)

• 外国人のﾆｰｽﾞに対応したｽﾍﾟｰｽ（祈祷室）、
ﾊﾗﾙ食対応ｷｯﾁﾝ等の大規模改修

医療通訳のシステム構築

• 医療通訳育成カリキュラム・テキストを作成し公開4)

• 医療通訳者の養成支援5)

• 医療通訳の認定制度の研究6)

多言語資料の作成7)

• ５ヶ国語(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)で
作成し、厚労省のウエブサイトで公開

都道府県単位でのモデル構築の支援8)

• 行政・医療機関・観光業界間で横連
携するために、都道府県単位で
①多分野の関係者による議論の場
の設置

②地域固有の実情把握
③情報発信等 を行う

電話通訳の団体契約の利用促進9)

• 電話医療通訳の特徴を活用
①いつでも利用可能
②地域を限定しない
③希少言語へ対応可能

• 団体契約とすることで医療機関を
「面でカバー」することが可能

• 通信技術を用いた通訳端末も活用

情報発信

医療の質確保の
ための情報発信

• 医療機関・自治
体向けのマニュ
アル作成10)

• ワークショップ・
セミナー等の
開催11)

• 実態調査の
実施12)

「訪日外国人旅行
者受入可能な医療
機関リスト」への
協力

• 観光庁と連名で、
都道府県宛に
通知

外国人患者受入医
療機関認証制度
(JMIP)

• 日本医療教育財
団による認証制
度

医
療
機
関

の
整
備

言
語
対
応

外国人患者受入れ体制が
整備された医療機関

(2018年11月現在112施設)

協議の場
消防（救急）

医療

観光

多文化共生

A

B

C D

3
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医療機関における外国人患者受入れ環境整備事業 平成30年度予算額136,692千円（134,191千円）

我が国の在留外国人は約247万人1)（平成29年６月末現在）、訪日外国人は2,869万人2)（平成29年）と増加傾向。

 こうした中、在留・訪日外国人患者が安心・安全に日本の医療機関を受診できるよう、
国内の医療機関における、外国人患者受入のための環境整備が不可欠。

 「外国人患者受入れ体制が整備された医療機関」を100か所整備する目標は前倒して達成されたので、
今後は、これらの基幹となる医療機関に加えて、地域の実情を踏まえながら、外国人患者の受入れ体制の裾野拡大に着手し、外
国人患者の受入れ環境の更なる充実を目指す。

（参考）関係閣議決定等

 経済財政運営と改革の基本方針2017 （平成29年6月9日閣議決定）

 未来投資戦略2017 （平成29年6月9日閣議決定）

 観光立国推進閣僚会議 （平成29年５月30日観光立国推進閣僚会議（主宰：内閣総理大臣）決定） 等

 背景： 地域毎に異なる問題が生じており、
地域固有の事情を勘案した上での対応が
必要

 事業概要： 都道府県において、①多分野
の関係者による議論の場の設置、②地域
固有の実情の把握、③情報発信等を行
い、地域特性に応じたモデルを構築

①地域における外国人患者受入れ体
制のモデル構築事業（新規）

モデル都道府県を５程度選定

 背景：地域における外国人患者受入の
拠点となる医療機関(拠点病院)を整備
する必要

 事業概要：
① 医療通訳を配置
② 外国人向け医療コーディネーターを配

置
③ 拠点病院機能の構築
• 自治体や周辺医療機関に対して、

拠点病院であることを周知
• 周辺医療機関等から、医療通訳が

必要な患者の紹介受入
• 周辺医療機関向けに、院内見学会・

セミナー・勉強会等を開催

③外国人患者受入れ
環境整備推進事業

モデル医療機関(拠点病院)を
10～箇所選定

 背景： 電話による医療通訳は、利便性
が高いものの、医療機関における認知
度はまだ十分でない

 事業概要：とりまとめ団体3)と電話通訳
事業者との間で、一括して通訳の利用に
係る契約を行い（団体契約）、傘下の医
療機関が電話通訳を利用できるようにす
る

②団体契約を通じた電話医療通訳の
利用促進事業（新規）

電話医療通訳の団体契約を行う
事業者を５程度選定

1) 法務省, 2) 日本政府観光局, 3) 複数の医療機関から構成される法人（病院団体・グループ、医師会等）、地方公共団体等

協議の場
消防（救急）

医療

観光

多文化共生
インターネット回線や情報通信技術を

用いた通訳端末
電話回線

3
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H30年度：
現在公募期間中
（11月14日時点）

これまでの実績事業内容

外国人患者受入れ環境整備推進事業 (医療通訳者・コーディネーターの配備による拠点病院構築)
医療機関における外国人患者受入れ環境整備事業137百万円の内数

補助事業者
（事務局）拠点病院の取組

 医療通訳の配置
 病院の従事者と患者及びその家族の間のコミュニケーションを行う

 外国人向け医療コーディネーターの配置
 外国人患者が円滑に医療を受けられるよう、
医療機関の内部・外部（自治体・保健所・保険者等）との調整を行う

 拠点病院機能の強化
（例）
 自治体や周辺医療機関に対して、拠点病院であることを周知
 周辺医療機関等から、医療通訳が必要な患者の紹介受入
 周辺医療機関向けに、院内見学会・セミナー・勉強会等を開催
 周辺医療機関に対して、連携・助言

報告 補助

間接補助事業者
（拠点病院）

厚生労働省

補助率：１／２（予定）
採択数：10～箇所選定（予定）

周辺医療機関へのサポート

背景・課題

目的

• 医療機関が外国人患者を受け入れるに当たって、言語が通じないことが不安要素となっている。

• 在留・訪日外国人が増加する中、地域における外国人患者受入れの拠点となる医療機関(拠点病院)を整備する必要がある。

※拠点病院：周辺医療機関から外国人患者受入に関する問合せがあった際には、回答・助言を行う事等、地域の拠点として機能する事
が期待される

• 地域における外国人患者受入れの拠点となる医療機関（拠点病院）に、医療通訳及び外国人向け医療コーディネーターの配置を行う。

• 拠点病院が拠点病院機能（外国人患者受入れに関して、周辺医療機関等をサポートする機能）を強化する支援を行う。

H26年度：

10医療機関

H27年度：

19医療機関

（継続10+新規9）

H28年度：

27医療機関

(継続18+新規9）

H29年度：

35医療機関

(継続26+新規9）

補助事業者（事務局）の役割
 拠点病院に医療通訳及び外国人向け医療コーディネーター1)を配置
 拠点病院機能の強化支援
 医療機関のヒアリング・他院の取組み(ベストプラクティス)の紹介等
 拠点病院の選定に関する検討委員会の実施
 拠点病院で得られた好事例や効果測定データ等の収集・分析及び活用
 拠点病院に対する患者向け説明資料や同意書等に関する情報提供や使用に
関する助言 等

報告 補助

3 A



18

（ご参考）医療機関の施設整備の事例

東京大学医学部附属病院、りんくう総合医療センターご提供写真

平成28年度2次補正予算「医療機関における外国人患者受入れ環境施設整備事業（施設整備補助事業）」により
施設整備を実施

3 A
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医療通訳育成カリキュラム・テキスト

• 医療通訳者や通
訳者団体より、
「医療通訳者を育
成するにあたり、
カリキュラムやテ
キストがあった方
がよい」との声

• 「医療通訳育成カ
リキュラム基準」
は、「医療通訳育
成カリキュラム改
訂方針委員会」が、
「医療通訳テキス
ト」は「執筆委員
会」が執筆。厚生
労働省は、作成に
際して補助。

作成の経緯

教育項目 教育内容
単位数

(1単位=90分)

１．通訳理論と技術

（１）医療通訳理論 5以上

（２）通訳に必要な通訳技術 5以上

（３）通訳実技 10以上

２．倫理と
コミュニケーション

（１）専門職としての意識と責任（倫理） 4以上

（２）患者の文化的および社会的背景についての理解 1以上

（３）医療通訳者のコミュニケーション力 5以上

３．医療通訳に必要な知識

（１）医療の基礎知識 16以上

（２）日本の医療制度に関する基礎知識 3以上

（３）医療通訳者の自己管理 1以上

合計 50以上

第１部
通訳理論と技術

１．医療通訳理論

１－１ 通訳理論

１－２ 対話通訳と相互通訳

１－３ 質の高い通訳とは（サービスとしての医療通訳）

１－４ 医療通訳者の役割

２．通訳に必要な通訳技術

２－１ 母語と第二言語の習得

２－２ 通訳に必要な通訳技術

２－３ 逐次通訳とは

２－４ 逐次通訳の前提となる能力強化の演習

２－５ ノートテイキングの理論と技術

２－６ 逐次通訳演習用例文

２－７ 情報の収集方法 ( 用語集の作成と情報収集）

第２部
倫理と

コミュニケーション

３．専門職としての意識と
責任（倫理）

３－１ 医療倫理

３－２ 患者の権利

３－３ 医療通訳者の行動規範（職業倫理）

３－４ 倫理演習

4. 患者の文化的および
社会的背景についての理解

４－１ 日本に暮らす外国人の現状

４－２ 外国人医療の現状

４－３ 外国人の在留資格と滞在ビザ

5. 医療通訳者の
コミュニケーション力

５－１ コミュニケーション

５－２ 異文化コミュニケーション

５－３ 患者・医療従事者間の関係とコミュニケーション

５－４ 患者との接し方

５－５ 健康や医療、コミュニケーションに関する文化的・社会的違い

５－６ 医療通訳者の文化仲介

第３部
通訳実技

６．通訳実技

６－１ 医療通訳業務の流れと対応

６－２ 通訳者の立ち位置とその影響

６－３ 非言語コミュニケーションの効果的活用

６－４ 通訳パフォーマンスの評価（総合評価）

６－５ 場面別模擬通訳演習

医
療
通
訳
育
成

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

医
療
通
訳
テ
キ
ス
ト

カリキュラム・テキストの概要

カリキュラム・テキストは
厚生労働省のウエブサイ
トに掲載してありますので、

参考としてください

B3
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外国人向け多言語説明資料（改訂版）

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou
/kokusai/setsumei-ml.html

もしくは
「厚生労働省」 「多言語説明資料」でキーワード検索

厚生労働省ホームページ 外国人向け多言語説明資料（改訂版）

―平成25年度作成版を平成29年度に改訂しました―

改訂のポイント

• 使い勝手の向上

‒ 日本語と外国語の併記

‒ 編集可能なファイル（Ｗ
ｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ）形式で提供

• 言語の追加

‒ 韓国語を追加し、計5言

語に対応（英語、中国語、
ポルトガル語、スペイン
語、韓国語）

• 資料の充実

‒ 52種類で提供

B3

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokusai/setsumei-ml.html
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地域における外国人患者受入れ体制のモデル構築事業
医療機関における外国人患者受入れ環境整備事業137百万円の内数

背景・課題

1) 法務省ホームページ：http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00068.html; 2)日本を訪れた外国人旅行者の数。法務省の出入国管理統計から日本政府観光局
（Japan National Tourism Organization：JNTO）が算出。 JNTOホームページ：https://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/data_info_listing/pdf/180116_monthly.pdf

目的

• 在留外国人は約247万人1)(平成29年６月末現在)、訪日外国人は2,869万人2)（平成29年）と増加傾向。

• 「未来投資戦略2017」に基づき、基幹となる「外国人患者受入れ体制が整備された医療機関」に加え、地域の実情を踏まえながら
外国人患者の受入れ体制の裾野拡大に着手することとなっている。

• 地域毎に異なる問題が生じており、地域固有の事情を勘案した上での対応が必要。

今後の外国人患者の受入れ体制の裾野拡大を見据え、更なる体制整備を効果的に行うため、都道府県における地域特性に応じた外国人
患者受入れ体制のモデルを構築すること。

事業内容

○関係者による議論の場を設置し、関係者間の連携強化を図る。

○地域の外国人患者受入れ体制における課題の整理及び
課題に対する対応方針を策定。

①会議体の設置
○ 地域の実態や課題、ニーズ等の地域固有の実情や

先進事例を把握。 （例）アンケート・ヒアリング調査 等

②実態把握

○ 外国人患者受入れ体制に関する情報を、医療機関や
地域住民、関係団体へ周知。

（例）
・会議体で策定した方針を関係団体、地域住民等に周知、共有
・医療機関に対し、医療通訳等の資源について情報提供 等

③周知

外国人患者が安全・安心に日本の医療サービスを受けられる体制の
モデルとなる取組みを追加して盛り込むことも可能。

④その他

協議の場

消防（救急）

医療

観光

国際交流協会

多文化共生

行政

医療機関

医療通訳団体

行政

医師会・病院団体

観光協会

宿泊関連業者 行政

行政

地域の実態や課
題、ニーズ等を分
析・整理

調査イメージ 外国人患者数
（人/月）

多言語体制
主な患者の
紹介元施設

A病院 100 医療通訳配置 宿泊施設

C病院 5 体制なし 国際交流協会

B病院 30 電話通訳利用 飲食店

実績
平成30年度採択団体：北海道、東京都、三重県、京都府、大阪府

3 C
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団体契約を通じた電話医療通訳の利用促進事業
医療機関における外国人患者受入れ環境整備事業137百万円の内数

背景・課題

• 対面型の医療通訳が広がりつつあるが、訪日・在留外国人の増加に伴い、特に観光地での外国人患者の受診が増加していること、少数言
語の通訳のニーズが増加していることにより、対面通訳のみでの対応が困難な状況となりつつある。

• 電話による医療通訳は、対面通訳と比べて、①即時性がある、②対応可能な地域が限定されない、③対応可能な言語の幅が広い等の特徴
があり、利便性が高いものの、医療機関における認知度はまだ十分でない。

目的

電話医療通訳の利用を通じ、その利便性に対する医療機関の認識を広めることで、外国人患者の受入れ環境の更なる充実を目指す。

1) 複数の医療機関から構成される法人（病院団体・グループ、医師会等）、地方公共団体等

とりまとめ団体1)は以下を実施。

①電話医療通訳サービス
提供事業者との間で、
一括して電話医療通訳の利用に
係る契約を行う（団体契約）。

②管下の医療機関に対して
電話医療通訳に関する周知を
行い、サービスを利用したい
参画医療機関の募集等を行う。

③適宜、医療機関がトラブルなく
電話医療通訳を利用・運用できているか
フォローアップを行う。

④厚生労働省へ成果報告する。

事業内容

とりまとめ団体
電話医療通訳

サービス提供事業者

・電話回線による通訳

・タブレット等によるビデオ通訳

・スマートフォン等による
多言語音声翻訳アプリ 等

地方公共団体
病院団体
医師会等

電話医療通訳
サービスの周
知・浸透を図り、
外国人患者の
医療機関への
アクセス向上を
実現。

①団体契約

（とりまとめ団体管下の）医
療機関

厚生労働省

実績
平成30年度採択団体：一般社団法人 日本病院会、公益社団法人 石川県医師会、公益社団法人 全日本病院協会 公益社団法人 東京都医師会（合計約400医療機関参加）

3 C

現在２次公募準備中（11月14日時点）



23

訪日外国人に対する医療に係る医療機関調査

• 医療機関における外国人受入体制の把握 （調査A）

• 医療機関における外国人患者の受入の把握 （調査B)

• 周産期医療に係わる外国人患者受入の現状の把握 （調査C）

• 全国全ての病院

• 沖縄県・京都府の診療所（歯科診療所を含む）

調査対象目的

• 医療機関の種別
（救命救急センター 等）

• 病床数、入院・外来患者数
• 標榜診療科
• 担当部署、担当者の配置の有無
• マニュアルの整備状況
• 医療コーディネーターの配置状況
• 医療通訳の配置状況
• 院内表示の状況
• タブレットの利用状況
• 外国人患者への診療費請求方法
• キャッシュレス決済の導入状況
• 未収金等の対策で行っている方策

> パスポートの確認
> 価格の事前提示
> 診療内容の事前の説明 等

調査票A
医療機関における外国人受入体制

（調査票配布時点の状態を把握）

• 外国人患者数
> 在留外国人患者
> 訪日外国人患者
> 医療目的に渡航した患者

• 未収金発生件数
• 未収金となった各事例の状況

> 患者の国籍
> 入院・外来の別
（入院の場合の日数）

> 診断名
> 未収となった金額

調査票B
医療機関における外国人患者の受入
（調査票配布時点後、１ヶ月間に受診した

外国人について把握）

１．母体について
• 以下の、総数及び訪日外国人であるものの数
（a）妊娠12週以降に分娩にいたった妊婦
（b）妊娠12週より前の流産に対して手術を

実施した患者（人工流産を除く）
（c） 異所性妊娠の手術を実施した患者

• 訪日外国人である（a）～（c）についての詳細
> 国籍、年齢
> 分娩週数、病名、分娩方法、生産又は死産
（aのみ）

> 入院日数、要した費用
> 費用回収の有無
> 通訳手配の有無

２．訪日外国人が分娩した新生児について
• 小児科医の分娩立会の有無
• ＮＩＣＵ入院の有無（有の場合、入院の日数）
• 入院日数、要した費用
• 費用回収の有無

調査票C
周産期医療に係わる外国人患者受入の現状

（平成29年度１年間について把握）
総合・地域周産期母子医療センターが対象）

調査内容

• 病院向け調査は、2018年９月３日に開始。調査票A・Cは2018年中、調査票Bは2018年度内に集計する予定。

調査スケジュール

3 D

（参考） 調査票はhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202917_00001.html に掲載
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医療機関の皆様へのご案内

• 外国人患者受入れ環境整備推進事業(医療通訳者・コーディネーターの配備による拠点病院構築) 

– 医療通訳者やコーディネーターを配置する医療機関を公募しています。

• 団体契約を通じた電話医療通訳の利用促進事業

– 電話医療通訳サービスを管下の医療機関に提供する とりまとめ団体の二次公募を行います。

• 外国人向け多言語資料

– 多言語資料の改訂版を、当室ホームページに掲載しています。

ご質問やご不明な点は以下までご連絡ください。

【問い合わせ先】厚生労働省医政局総務課医療国際展開推進室
E-mail: kokusai-tenkai@mhlw.go.jp

HP: http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokusai/index.html

Tel：03-5253-1111（内線4108、4115）, Fax：03-3501-2048


